
〇 製品企画科を設置しており、「働きながら学ぶ」経験を積

めるよう配意しています。

在院者の再犯防止のために重要な要素の一つに安定した

生活基盤の確保があります。出院した後の進路の選択肢を

拡大し、就労の確保のため、高卒程度の学力、社会人として

のスキル、就労に有効な資格を取得させることが必要である

との考えの下、当院では次のような特色ある矯正教育を実施

しています。
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当院は、第１種少年院として「義務教育を修了した者のうち、

就労上、修学上、生活環境の調整上等、社会適応上の問題

がある者に対して、社会適応を円滑に進めるための各種指

導を実施」する「社会適応課程Ⅰ」に指定された、１６歳５月以

上の男性と、第５種少年院として「保護観察再開に向けた社

会適応上の指導を要する者に対して、保護観察を再開する

ための、集中した各種の指導を実施」する「保護観察復帰指

導課程Ⅰ・Ⅱ」に指定された男性を収容する施設です。

在院者の改善更生の状況に応じた処遇を行うため，処

遇の段階を設けています。

〇 パソコン操作に習熟し、情報化社会での就労等に有用な

資格を取得するＩＣＴ技術科等を設置しています。

〇 全国の少年院では唯一の高等学校通信制課程（栃木県

立宇都宮高等学校通信制）の分散場を設置しています。

〇 高等学校卒業程度認定試験受験に向けた学力を身に付

けさせるための指導を行うコースを設置しています。

表紙の樹はメタセコイアです。メタセコイアは「絶滅した後になって発見された

杉」という意味で、「生きた化石」と呼ばれます。新緑が美しく、秋には紅葉しま

す。樹齢は５０年以上で、当院のシンボルツリーです。

昭和42年 中等少年院として現在地に開庁

（法務省設置法）

昭和49年 栃木県宇都宮高等学校通信制課程

喜連川教場を設置

高等学校教育を開始

昭和52年 初等・中等少年院の長期処遇(教科教育

課程・生活指導課程)に指定

平成 5年 長期処遇(教科教育課程・職業能力開発

課程)に指定

平成27年 第１種少年院の社会適応課程Ⅰに指定

平成30年 全体改修工事着工

令和 2年 全体改修工事竣工

令和 4年 第５種少年院の保護観察復帰指導課程

Ⅰ・Ⅱに指定



少年院は、家庭裁判所の審判により保護処分として少年院

送致の決定を受けた、おおむね12歳以上20歳未満の者を収

容する法務省所管の施設です。また、16歳未満の受刑者を

収容することもあります。

少年院では、在院者の特性に応じた適切な矯正教育及び

健全な育成に資する処遇を行うことにより、改善更生及び円

滑な社会復帰を図っています。

少年院は、在院者の心身の障害の状況、犯罪的傾向の程

度、年齢等により、第１種から第５種までの５つの種類に分け

られます。また、このような一定の共通する特性を有する在

院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う

矯正教育の重点的な内容や標準的な教育期間について、矯

正教育課程として定めています。

矯正教育課程

配食の様子

授業の様子

農耕班実習

体育（エアロビクス）

就労支援

社会貢献活動

サポートミーティング


